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【基本理念】

エコアクション２１環境経営システムを導入することにより、より一層地球環境

問題の改善に取り組み、人と地球と環境にやさしい企業を目指します。

２０２２年１１月１日 改定

株式会社 西 尾 組

代表取締役 西尾武博

【行動指針】

１.二酸化炭素排出量削減
建設現場におけるエネルギー使用量の削減と、車両のエコドライブ実施に
よる排気ガス抑制に取り組み、環境負荷への低減に努める。

２.廃棄物排出量削減
社内での廃棄物分別の徹底とリサイクル活動を推進する。
建設工事に伴う廃棄物の分別とリサイクル活動を推進する。

３.総排水量削減
洗車時の節水活動を推進する。

４.環境関連法規の遵守
事業活動において適用される環境法規等を遵守する。

５.自らが施工する製品
建設工事は環境に配慮した施工を実施する。

６.継続的環境改善の実施
環境目標、環境活動計画を設定し、結果を見直すことにより継続的な環境
改善に取り組む。

７.環境コミュニケーションの積極的実施
環境方針は、全社員に周知すると共に、必要に応じて社外へ開示する。

環境方針



西尾組の概要

昭和33年創業以来、総合建設会社として建築・土木工事を主に地域発展と共に歩んで参りました。

バブル経済崩壊後、公共工事に依存しない新たな試みとして不動産活用事業を開始。

マンション建設や土地開発を数多く手掛け、現在では、環境・健康に配慮した戸建賃貸住宅『ウィルスタイル』

地中熱利用換気システム『ジオパワーシステム』・太陽光照明『スカイライトチューブ』を導入し不況に負けない

独自色のある総合建設会社として営業しております。

平成20年に本社を富士市入山瀬に移転

自然エネルギーを利用するソーラーパネル・スカイライトチューブを搭載

地中熱利用換気システムジオパワーシステム導入

日鉄物産システム建築を採用したローコストでエコな建物です

会社概要

1.会社名及び代表者
株式会社 西尾組 代表取締役 西尾武博

2.所在地
〒419-0204 静岡県富士市入山瀬二丁目2番6号

3.事業内容
土木工事・建築工事・舗装工事・水道施設工事・不動産業

4.許可証
建設業の許可 静岡県知事 特4-2342号
許可工事種別 土木工事・建築工事・舗装工事・水道施設工事

一級建築士事務所 静岡県知事登録（9）第2640号
宅地建物取引業者免許証 静岡県知事（3）第13367号

5.環境管理責任者及び担当者連絡先
環境管理責任者 大塚 安久

担当者 鈴木祐美子

担当者連絡先 電話：0545-71-2150 FAX：0545-71-8179

6.事業の規模（令和7年11月1日現在）
創業 昭和33年11月（法人設立 昭和40年5月）

7．対象範囲 全組織・全活動

建築部

土木部

不動産部

２０２３年度 ２０２４年度 ２０２５年度

11.1～10.31 11.1～10.31 11.1～10.31

売上高 百万円 1,265 1,833 1,236

従業員 人 28 26 22

床面積 ㎡ 695 695 695

活動規模 単位



・エコアクション21に関するすべての責任と運用についての権限を持つ
・エコアクション21の実施における人材、設備、費用を用意する
・環境管理責任者の任命を行う
・環境方針の制定、改訂及び全社員への周知を行う
・代表者による全体の評価と見直しを実施する
・環境マネジメントシステムの承認
・経営の課題とチャンスの明確化を実施する

・環境マネジメントシステム全体の構築、運用、維持に関する実務上の権限を有する
・代表者への報告
・環境マネジメントシステムの構築、運用、実施及び運用管理
・事務局の文書作成案に対するチェック及び改訂の指示
・エコアクション21に関する運用管理の体制を管理し、各責任者を任命する

・エコアクション21における文書の作成
　環境目標及び環境活動計画案の作成
　環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況のチェック
　取組に必要な場合の手順書案
　事故及び緊急事態の想定結果及びその対応案の策定
　環境負荷の自己チェック、取組の自己チェックの実施
・環境活動レポートの作成

・各部門における環境マネジメントの実施
・各記録の実施
・問題点のチェック及び予防処理の実施
・緊急事態の試行及び訓練の実施

・環境方針の確認・理解
・各個人における環境マネジメントシステムの実施
・協力会社への指導

現場責任者

役割・責任・権限

代表者

環境管理責任者

事務局　

部門責任者

実施体制 制定２０１３年 ９月１日

改定２０２４年１１月１日

代表者

代表取締役

西尾 武博

環境管理責任者

大塚 安久

土木部

大塚 安久

建築部・不動産部

佐野 幸二

営業部

杉山 善志郎

総務・経理

西尾 弘子

現場責任者 現場責任者

環境事務局

鈴木祐美子



　事務所

　建設現場

注）

対完工事高指数 ＝ 総量 ÷ 完工事高（百万円）

運用期間　（2024年11月～2025年10月）　の結果
購入電力の排出係数　　東京電力（2023年度）：0.421㎏-CO2/KWh

　事務所

　建設現場

評　価 ○ ： 達成

× ： 未達成

2％削減 3％削減

3％削減

2026年度 2027年度
基準年（実績）

総量
対完工事
高指数

対完工事高指数 対完工事高指数 対完工事高指数

3％削減

3％削減2％削減

2％削減

４．１　環境目標と取組結果

長 期 環 境 目 標

項　　　目 単位
2021年度～2024年度

2025年度

購入電力 KWh 22,712 17.81 1％削減

二
酸
化
炭
素

総
排
出
量

㎏-CO２ 24,391 19.02 1％削減

ガソリン L 6,305 4.87

1％削減

1％削減

2％削減 3％削減

購入電力 KWh 34,062 26.12 1％削減 2％削減

㎏-CO２ 65,607 50.90 1％削減 2％削減

ガソリン L 14,880 11.36

3％削減

3％削減

灯油 L 532 0.42 1％削減 2％削減 3％削減

軽油 L 5,862 4.71 1％削減 2％削減

事務所

建設現場

水道使用量

建設発生土

3％削減

産業廃棄物 ％ ﾘｻｲｸﾙ率95.3%以上 ﾘｻｲｸﾙ率96%以上 ﾘｻｲｸﾙ率96%以上 ﾘｻｲｸﾙ率96%以上
廃棄物
排出量

一般廃棄物 ｔ 1.97 1％削減 2％削減

2％削減 3％削減

㎥

㎥ 246 0.190 1％削減

建築

土木
環境配慮工事

総量
対完工事
高指数

対完工事高指数 総量
対完工事
高指数

項　　　目 単位
2021年度～2024年度 2025年度 2025年度

評　価
基準年 目　標 実　績

工事評定点の向上

環境・災害対応に配慮した技術提案を行い、顧客獲得の機会を増やす

12.94 〇

購入電力 KWh 22,712 17.81 17.63 16,847 13.63 〇

㎏-CO２ 24,391 19.02 18.83 15,991

3.10 〇ガソリン L 6,305 4.87 4.82 3,835
二
酸
化
炭
素

総
排
出
量

50.80 ×

40.94 ×

ガソリン L 14,880 11.36 11.25 13,871 11.22 〇

購入電力 KWh 34,062 26.12 25.86 50,596

㎏-CO２ 65,607 50.90 50.39 62,789

2.62 〇

灯油 L 532 0.42 0.42 382 0.31 〇

軽油 L 5,862 4.71 4.66 3,239

1.95 1.32

水道使用量

建設発生土

建築

土木

183 0.148事務所 ㎥ 246 0.190 0.188

環境・災害対応に配慮した技術提案を行い、顧客獲得の機会を増やす

〇

産業廃棄物 ％ ﾘｻｲｸﾙ率95.3％以上 ﾘｻｲｸﾙ率96％以上 ﾘｻｲｸﾙ率97.0％ 〇

〇

〇

〇

環境配慮工事
工事評定点の向上

建設現場 ㎥ 2,341 1.894

廃棄物
排出量

一般廃棄物 ｔ 1.97



４．２　環境目標の取組結果の評価

(1) 二酸化炭素総排出量について

① 購入電力
・事務所の空調機を高機能空調機に変更した事により目標の達成と思われる。
・現場において、夏場の熱中症対策としてエアコンの使用時間が増えた事から
　電力の使用量が増加したと思える。

② ガソリン
・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の買替が進行し、使用量の減少に反映されたと思える。

③ 軽油
・工事内容の相違により、発電機の使用が減り軽油使用量の減少となった。

④ 灯油
・週休2日も定着し、残業も減少してきており使用量の減少となったと思われる。

(2) 廃棄物排出量について

① 一般廃棄物

・目標達成
・リサイクル可能な物はリサイクルするために分別を強化する

② 産業廃棄物

・目標達成
・現場での混合廃棄物の減量に努めたい。

(3) 水道使用量について

① 事務所および施工現場
・目標達成である。
・事務所においては、井戸水の使用に切替たことから、来期の上水使用量は、ほぼ
　無いと思われる。

(4) 施　工

・地域貢献による現場の表彰があり、工事成績に反映された。



○

○

○

○

○
○
○

○
○

△
〇
○

○

〇

期間：２０２４年１１月～２０２５年１０月

責任者

西尾弘子

大塚安久

大塚安久

西尾弘子

土木　大塚安久

建築　佐野幸二

土木　大塚安久

井戸水を利用する

受注

社内文書は両面ﾌﾟﾘﾝﾄの徹底

継続実施

建築　佐野幸二

区分 取組項目

５　環境活動取組結果の評価と次年度の取組

取組結果の評価

熱中症対策を考慮しながら実施

継続実施

継続実施徹底されている

継続実施
継続実施

積荷の軽量化

次年度の取組内容

表示されている

掲示、徹底されている

徹底されている

掲示、徹底されている

①両面コピー

　（夜間休日）

実施されている

２台(HB)に買い換えた

徹底されている

①ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの実施
②重機のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
③ｴｺｶｰの購入

①ｴｱｺﾝ設定温度の厳守

②不要照明の消灯徹底

③ﾊﾟｿｺﾝの電源の停止

①現場周辺の清掃

廃
棄
物
の
削
減

①現場での節水の掲示

社
会
貢
献
活
動

環
境
配
慮
工
事

③名刺の自社制作
②廃棄物の分別

　っぱなしをしない

①環境にやさしい工事

購
入
電
力

ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油

節
水

浸透されてきている 下請業者へ協力の要請
浸透されてきている

順次(HB)入換え予定

浸透されている

分別がされている

継続実施

②現場での水道の出し

継続実施

実施されている 継続実施



(1) 当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

判定

廃棄物処理法 産業廃棄物の保管場所に、掲示板（60㎝×60㎝以上）の設置。
収集運搬及び処分業者の許可証の確認。
収集運搬及び処分業者と委託契約を締結し５年間保管。
マニフェストを交付し、５年間保管。

多量排出業者：発生1000トン以上『産業廃棄物の減量その他

処理に関する計画書』を作成、当該年度6月30日までに提出

静岡県条例として、処理施設の現地確認
騒音規制法

振動規制法

大気汚染防止法 土砂の堆積場及び下記の施設を設置する作業
土砂の堆積場：1000㎡以上

破砕機、摩砕機：定格出力75KW以上。
ふるい：定格出力15KW以上。

解体・改修工事に伴う石綿等の除去作業。

建築工事におけるＶＯＣ濃度の測定

悪臭防止法

特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準遵守

オフロード法 協力会社の持込み建設機械など 適合証明

フロン排出抑制法 簡易点検（第一種特定製品）
製品の外観確認等：３ヶ月に１回以上

（実施者の具体的な制限なし）
定期点検(第一種のうち圧縮機の定格出力が7.5㎾以上)

直接法や関節法による冷媒漏洩検査
１年に１回以上（十分な知見を有するもの）
点検記録は機器廃棄後３年間保管

建設リサイクル法 新築工事及び解体改修工事 計画書
・解体工事：80㎡以上 報告書
・新築・増築工事：500㎡以上
・修繕・模様替工事：１億円以上

家電リサイクル法 適正な引渡し、費用の支払い
特定家庭用機器

盛土規制法 土木工事：排出残土の基準を守る。

建築工事：基準に合った購入土を使用する為、問題なし

(2) 違反、訴訟等の有無

関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟はありませんでした。

６．環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果

環境関連法規の名称 規　制　内　容 備　　考 遵守状況

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰ及びﾊﾞｹｯﾄｺﾝﾍﾞｱｰ：ﾍﾞﾙﾄの幅75cm以上又は
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03㎥以上。

2025年12月1日 ○

計画書（作業開
始14日前）

○

( 回 収 ・ 照 合 ： B2 票 10 日 以 内 ,D 票 90 日 以 内 、 E 票 180 日 以 内 )

杭打ち機、びょう打機、削岩機、空気圧縮機等を使用する
作業。

届出書（7日前ま
で）

2025年12月1日 ○

2025年12月1日

杭打ち機、くい抜き機、ブレーカー、舗装版破砕機を使用
する作業。

届出書（7日前ま
で）

2025年12月1日 ○

届出書（事前）

・その他の工作物に関する工事(土木工事等)：500万円以上

2025年12月1日 ○
テレビ(液晶・プラズマ)、エアコン、電気冷蔵庫
及び冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機

設計図書

悪臭発生の可能性のある作業（塗装工事・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工
事・汚泥乾燥等）

2025年12月1日 ○
遵守状況チェック

ブルドーザー、クローラークレーン、くい打ち機、タ
ワークレーン、ドリルジャンボなど

2025年12月1日 ○

2025年12月1日 ○

2025年12月1日 ○

2025年12月1日 ○



代表者 環責

１、見直しに必要な情報

・現場単位での目標値・対応を目標としているが、現在も

　試行錯誤が続いている。

２、代表者による全体の評価と見直し指示

２０２４年１月に発生した能登半島地震の際に飲料水を含めた災害時の水の必要性を改めて実感していた
ところ『災害用井戸』の新聞記事を読み、弊社敷地内に井戸工事が出来ないか検討

本年度に井戸ボーリングを開始、深さ５１mまで掘削し、揚水管・井戸ポンプの整備が完了、水質検査を経
て除菌器も設置、本社敷地内で使用する全ての水を井戸水に切り替えた。
また毎分１６２ℓの揚水量があるため散水車の利用も考慮し、井戸水から散水車への給水設備も整えた。

昨年、太陽光発電システムに蓄電池を導入している為、停電時にも電力が使用可能となり井戸からのくみ上
げポンプも稼働することが出来るため、災害時にもトイレを含む生活用水として、社員だけではなく地域住
民の方も利用可能となる。

本年度は災害時に於いて命を守る『水』と『電気』の確保が出来、BCP（災害時の基礎的事業継続力）活動
が継続的に可能となり、また日常の省エネにもつながっている。
今後、リース会社との連携で複数台の散水車を用意し、災害時には被災した方々に生活水を提供できるよう
準備していき、隣接する『富士信用金庫鷹岡支店』様の協力を得て、弊社を含めた『エコタウン入山瀬』
が非常時における『災害時協力井戸』がある場として地域貢献できるように考えている。

・環境関連法規への違反はありません。

（３）環境関連法規等の遵守状況 （６）改善への提案

【環境経営システム・その他】

【環境目標】

変更の必要性；　　□あり　、■無し

・教育訓練など積極的に行う。

（７）次年度の取組

変更の必要性；　　□あり　、■無し

【代表者の総括】

変更の必要性；　　□あり　、■無し

（６）事業状況周辺の変化等（環境法令、行政指示）
・BCP（災害時事業継続計画）認定

・二酸化炭素排出量において、事務所での

　購入電力の削減が出来、目標達成

（２）環境活動計画の取組状況、運用状況

・月一回の会議の実施
　　　　　　緊急時避難訓練・安否確認を行った

評価と見直し実施月日

2025年  12月  15日

（１）環境目標の達成状況 （５）前回までの代表者の指示事項への対応

７．代表者による全体の評価と見直し・指示

【活動計画】

・特になし。

（４）外部からの環境に関する苦情や要望等

【環境方針】　　　

変更の必要性；　　□あり　、■無し

社内、全社員への環境活動への参加促進



自社の取組と環境改善対策

井戸掘削・揚水管・井戸ポンプ・除菌器設置

散水車への給水設備完備

地熱換気システムジオパワーシステム導入

高機能換気・空調設備導入

水質検査を経て、除菌器を設置社内で

使用する水を全て井戸水に切替ました。

停電、断水時にはポンプの電力は太陽

光発電、蓄電池から確保し、２４時間

トイレを含む生活用水として井戸水の使

用を可能としました。



令和7年12月5日
建通新聞掲載



エネルギー削減・災害対策

自社の取組と環境改善対策

太陽光パネル付き４坪ユニットハウス 購入

蓄電により、エアコン・照明など無日照でも約３日間の利用できる。

現場事務所に利用他、災害時の避難所にも対応可能

移設太陽光パネルの再利用・蓄電池設置

取り壊した建物から太陽光パネルを移設

事務所内消費電力として再利用



番号 車名 形式 登録番号　 番号 車名 形式 登録番号　

① プリウス 普通車 富士山340 ち 57-12 ⑦ プロボックス 普通車 富士山403 す 82-29

② プリウス 普通車 富士山303 な 21-80 ⑧ プロボックス 普通車 富士山403 す 82-30

③ プリウス 普通車 富士山303 な 21-81 ⑨ プロボックス 普通車 富士山403 す 82-31

④ スペーシア 軽自動車 富士山581 と 74-16 ⑩ ファミリアバン 普通車 富士山403 す 91-82

⑤ アルト 軽自動車 富士山581 の 59-12 ⑪ ファミリアバン 普通車 富士山403 す 91-83

⑥ アクア 普通車 富士山503 の 72-35 ⑫ ユニック 準中型車 富士山103 さ 85-20

主な保有車両 エコカー 一覧

① ② ③

④

社内 環境掲示板
車内車両運行表

⑤

タイヤ空気圧

チェッカー

⑥

⑦ ⑧ ⑨

（全車両に設置）

⑩ ⑪ ⑫



社内自動販売機

売り上げの一部は『富士山麓ブナ林

創造事業』に寄付されています



令和７年度７月９日 安全大会

安全大会

労働安全コンサルタント 技術士による講演

『職場における熱中症対策

の強化について』

富士宮中央クリニック 理学療法士によ講演

『生活習慣病予防と運動』

令和７年度１０月１０日 安全衛生大会

安全パトロールの報告

優良工事担当者表彰 ２名行われました 協力会 西栄会より

２社の表彰が行われました



富士市優良工事施工業者表彰式

表 彰

富士土木事務所・富士農林事務所・田子の浦港管理事務所 合同優良建設工事等表彰式

建築・土木 共に

優良工事施工業者認

定証をいただきました。

地域貢献部門

令和4年度「第334-D0710-01号」（ー）鷹岡柚木線 道路改築工事（龍巌橋拡幅工）



地域活動参加
富士西公園 桜祭り舞台設置

本社前 大持川除草・清掃

社会貢献活動

静岡県土木事務所・富士市と

『潤井川リバーフレンドシップ』を締結

リモコン式草刈機等を使用し、

年３回ほど美化活動を行います。



富士市道路啓開実動訓練

がれき処理

人命救助 火山灰処理・通行ルート確保 緊急車両等走行確認

南海トラフ地震の発生に伴う富士山噴火と火山灰の降

灰など複合災害を想定し、緊急車両の通行ルート確保を

目的とした訓練に参加

交通機能の麻痺、安全確保の課題に対する対応力強

化、関係機関との連携体制を確認しました



静岡県立富岳館高校

出前授業

講師招請授業に協力

土木部 社員が講師を務めました

富士市立鷹岡小学校

土木部 社員による建設業の魅力、体験、

まちづくりについての講話が行われました。




